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社団法人発明協会 広島県支部 
株式会社サーティファイ 

 
社団法人発明協会 広島県支部では

著作権法とその関連法に関する知識が習得可能な、 
【ビジネス著作権検定初級】に対応した講座を開講します。 

 
 
 
 
株式会社サーティファイ(東京都中央区京橋3-3-14、代表取締役:国山 広一、以下サーティファイ)が創設し､

サーティファイ著作権検定委員会(委員長:久保田 裕)が主催･認定する「ビジネス著作権検定」に対応した【ビジ

ネス著作権検定対策講座】を､社団法人発明協会広島県支部(広島市中区千田町 3-13-11､支部長：吉田 典

可､以下発明協会広島県支部)が開講します。 

 

発明協会広島県支部が主催する講座は、著作権及びその関連法に関する知識を効率良く修得することを目

的とした講座であり、サーティファイ公認講座として広島県では初めて開講されるものです。講座終了後には学

習した知識の修得度を測定するために「ビジネス著作権検定 初級」を受験いただき､検定合格者に対しては､

その習得スキルの証明として､サーティファイ著作権委員会より認定証が後日発行されます。 

 

【サーティファイ公認 ビジネス著作権検定対策講座】 

  

■ 日時 

  2008 年 11 月 4 日（火）･5 日（水） 両日とも 9：30～17：00 ※5 日に初級検定受験を含みます 

 

■ 受講料 

  一般 26,250 円 ､ 発明協会会員 21,000 円 

※いずれも税込 

※価格には、講義レジュメ、検定受験料が含まれます。 

 

■ 講師 

  塩島 武徳 

自由国民社刊「ビジネス著作権検定（初級・上級）完全対策（同検定委員会推薦図書）」著者。2001 年より現

在まで東京国際大学エクステンションセンター「ビジネス実務法務」、2004年より現在まで同「ビジネス著作権」

各講座講師。2007 年、2008 年ドコモモバイル東海「ビジネス著作権検定講座」講師。 

NTT ラーニングシステムズ ビジネス著作権検定セミナー講師（委託） 

 

■ 講座概要 

 ・2 日間の講座となり、2 日目最後に検定を受験いただきます。 

  検定合格に必要な知識を集中的に学習できるため、同様の講座では合格実績は上がっています｡ 

 ・講義は講師のオリジナルレジュメを使用します。著作権の知識が全く無い方も事前学習用の教材により､効果

的に知識を習得することが可能です｡(対応教材は発明協会広島県支部にてご購入いただけます) 

 

■ 講座案内 URL 

  http://www1.odn.ne.jp/jiii-hiroshima/  

 

■ 講座申込方法 

   専用の受講申込書により､お申し込み下さい｡申込書は下記担当までお問い合わせ下さい｡ 

    発明協会 広島県支部 担当:熊野･居阪  TEL082-241-3940 FAX082-241-4088 

Mail : hatumeihiroshima@pop13.odn.ne.jp 



 

RESS RELEASE 

 

ビジネス著作権検定は、有限責任中間法人知的財産教育協会（東京都港区赤坂 2-8-14、代表理事:棚橋 

祐治）の監修を受け、平成16年 2月より開始されました｡ビジネス実務や日常生活において必要とされる著作権

に関する知識と、具体的な裁判例や慣習を基準とする事例判断に対する応用力を測定しています｡全国主要

10 都市で公開試験が実施される他､企業や教育機関等団体単位で試験を行なう団体受験制度もあります｡ 

 

■ 平成 20 年度 公開試験 

<初級> 

回 試験日 試験時間 受験申込締切 実施都市 

第 13 回 平成 20 年 6 月 8 日（日） 平成 20 年 5 月 18 日（日） 

第 14 回 平成 20 年 11 月 23 日（日） 平成 20 年 11 月 2 日（日） 

第 15 回 平成 21 年 2 月 15 日（日） 

10:30 

～ 

11:50 平成 21 年 1 月 25 日（日） 

札幌,仙台,新潟,東京,

横浜,静岡,名古屋, 

大阪,広島,福岡 

<上級> 

回 試験日 試験時間 受験申込締切 実施都市 

第 13 回 平成 20 年 6 月 8 日（日） 平成 20 年 5 月 18 日（日） 

第 14 回 平成 20 年 11 月 23 日（日） 

10:30 

～ 

11:50 平成 20 年 11 月 2 日（日） 

札幌,仙台,新潟,東京,

横浜,静岡,名古屋, 

大阪,広島,福岡 

   ※試験時間は試験説明の 20 分を含む 

 

■ 試験内容  

級区分 認定基準 時間 受験料（税込） 

初級 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務、日常生活において必要とされる、①著作権に関する基礎

的な知識 ②著作権法および関連する法令に関する基礎的知識 ③ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄに関連する著作権および情報ﾓﾗﾙについての基礎的知識を有

する（企業が社員に対する著作権ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ教育として利用できるﾚﾍﾞ

ﾙ）。 

60 分 4,700 円 

上級 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務、日常生活において必要とされる、①著作権に関する基礎

的な知識 ②著作権法および関連する法令に関する基礎的知識 ③ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄに関連する著作権および情報ﾓﾗﾙについての基礎的知とそれら

の応用力を有する（法務部や知的財産部の著作権担当者として著作権

に関する問題点を発見し解決することができるﾚﾍﾞﾙ）。 

90 分 7,300 円 

 

※ 出題範囲､受験申込方法等の詳細はビジネス著作権検定 Ｗｅｂサイト参照(http://www.sikaku.info) 

 

サーティファイは、ビジネス能力に関する検定･能力認定を専門に行う企業として平成 13 年 6月 29 日に設立

いたしました。前身は、情報処理教育普及協会で、通算して試験運営実績は 25 年にのぼります。ビジネス能力

に関する７分野 22 種別のスキルカテゴリーにおいて、延べ 54 種類に及ぶ豊富なビジネス実務能力認定試験を

提供。試験は企業や教育機関等、全国1,200を超える団体で活用され、累計受験者数は180万名を超えます。 

 

サーティファイでは試験の実施に限らず、試験対策学習用の問題集を発行しています。他にも、著作権に関

するカリキュラムや指導方法を提案や、テキストや派遣講師の紹介など、様々な教育支援を行なっています。 

 

■【ビジネス著作権検定対策講座】に関するお問合せ先 

発明協会 広島県支部 熊野 ･ 居阪 

Mail : hatumeihiroshima@pop13.odn.ne.jp  TEL082-241-3940 

 

■【ビジネス著作権検定】に関するお問合せ先 

サーティファイ 事業推進部 石崎 

E-mail：info@certify.jp  TEL：0120-031-749 

 

mailto:hatumeihiroshima@pop13.odn.ne.jp



